平成24年３月29日
事　務　連　絡

就労継続支援Ｂ型事業者　各位

神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部障害福祉課　

工賃向上計画の作成について

　日ごろより障害福祉の推進にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
　さて、『「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針』（以下「基本指針」という。）が厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から平成24年４月に発出される見込みです。

基本指針では、就労継続支援Ｂ型の各事業所においては、特別な事情がない限り次の事項を含む工賃向上計画を作成すること、とされております。
つきましては、基本指針において、各事業所が作成する工賃向上計画に盛込むべき事項のひとつである「平成26年度までの各年度の目標工賃（月額又は時間額）」について、この後に障害サービス課宛てにご提出いただく介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に、記載していただくことといたしましたので、取り急ぎお知らせいたします。
　
【各事業所の目標工賃の設定にあたり勘案するべき事項】
· 各事業所の平成23年度平均工賃実績

· 地域の最低賃金（時給額836円）

· 平成22年度県工賃月額平均（12,406円）
問い合わせ先　　　　　　　　　

　社会参加推進グループ　佐々木

　電話　045-210-1111　　　　　

内線　4710　　　　　　　　　
